
令和６年度 税務事務改善研修業務委託 
企画競争実施説明書 

 

１ 趣旨 

愛知県総務局財務部税務課（以下「税務課」という。）において令和６年度に予定する研

修業務の委託事業者選定に向けた企画競争（以下「企画競争」という。）を実施します。企

画競争の実施は契約に係る一連の事務の準備段階であり、この結果を踏まえて委託事業者

を決定し、令和６年７月に契約を締結する予定です。 

企画競争を実施した後の「評価結果」（委託候補事業者の順位）については、企画競争の

参加事業者に対して令和６年６月 24日までに通知する予定です。 

ただし、「評価結果」を踏まえて行う見積徴取事業者の決定、見積徴取等の諸手続きを

経た後に、委託事業者を決定する予定であるため、「評価結果」をもって委託事業者を確

定するものではありません。 

 

２ 企画競争の概要 

（１）研修科目 

「令和６年度 税務事務改善研修業務委託企画競争 研修科目一覧」のとおり。 

（２）研修業務委託の仕様 

「令和６年度 税務事務改善研修業務委託仕様書」のとおり。 

（３）契約書 

「税務事務改善研修業務委託契約書（案）」のとおり。 

 

３ 参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

（２）「評価結果」の通知の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力

団排除に関する合意書」（平成 24 年６月 29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締

結）１（１）アに規定する調達契約からの排除措置を受けていない者であること。 

（３）県が発注する物品の製造・販売、物品の買受け、役務の提供等（以下、「物品の製造

等」という。）に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査申請を実施の上、最新

の愛知県入札参加資格者名簿（物品等）にて「３．役務の提供等」のうち「16．その他

の業務委託等」の「３．研修」に登録されている者であること。 

（４）「評価結果」の通知の日までの期間において、愛知県会計局が定める指名停止取扱要

領等に基づく指名停止を受けていない者であること。 

※ 「評価結果」の通知の日から契約日までの間に、（１）から（４）までの参加資格を満

たさなくなった場合には、委託候補事業者から外れる可能性がありますのでご注意くだ

さい。 

 

 



４ 企画競争等のスケジュール 

  「企画競争 進行概要」のとおり 

 

５ 参加申請 

（１）参加申請の提出 

企画競争に参加するにあたっては、事前に参加の申請をおこない、承認を受ける必要

があります。参加申請にあたっては、次の提出書類に必要事項を記入の上、期間内に提

出してください。 

提出期間：令和６年５月 13日（月）から５月 31日（金）午後５時まで 

（※ 期間内に必着） 

提出書類：「提出様式１ 参加資格確認申請書」 

提出方法：10（２）の場所まで郵送又は信書便により書留郵便等の配達記録が残る 

方法、または電子メールで提出してください。 

（２）参加の承認 

提出された（１）の申請に対して、参加資格の有無を確認の上、承認の可否結果を令

和６年６月７日（金）までに通知します。この承認が無い場合、企画競争には参加でき

ません。 

企画競争への参加を承認されなかった場合については、令和６年６月 12 日（水）午

後５時までを期限として異議申立を個別に受け付けます。 

（３）参加承認後の辞退について 

（２）の承認を受けた後に、参加を辞退する場合には、「提出様式３ 企画競争辞退届」

に必要事項を記入の上、提出してください。 

 

６ 質問事項の受付・回答 

（１）受付 

次の受付期間、提出方法により質問を受け付けます。 

受付期間：令和６年５月 13日（月）から６月５日（水）午後５時まで 

（※ 期間内に必着） 

提出方法：「提出様式２ 質問書」に記載の上、10（２）の電子メールアドレス宛て 

に電子メールで送付するか、10（２）の住所宛てに郵送又は信書便にて 

送付してください。 

（２）回答 

質問への回答は、令和６年６月 10 日（月）午後５時までに税務課 Web サイトに掲載

するとともに、10（２）の場所において、次の日程で閲覧に供します。 

日程：令和６年６月 11日（火）午前９時から６月 13日（木）午後５時まで 

 

 

 



７ 企画提案書等の提出＜全科目共通＞ 

（１）企画提案書等の作成 

「令和６年度税務事務改善研修業務委託企画競争 企画提案書等作成要領」（以下「要

領」という。）に従い、必要書類を提示された部数作成してください。 

（２）企画提案書等の提出 

（１）で作成した必要書類を提出してください。 

提出期限：令和６年６月 13日（木）午後５時まで（※ 期間内に必着） 

提出方法：10（２）の場所まで郵送又は信書便により、書留郵便等の配達記録が残 

る方法で提出してください。 

 

８ 企画競争の評価 

企画提案書等の提出及び必要に応じて問い合わせを実施のうえ、「企画競争 評価基準」

に基づき、効果的な研修を実施いただけるか等の観点により評価します。 

評価は非公開で行い、点数内訳等評価の内容に関する問い合わせには応じません。また、

異議申立ても一切認めません。 

評価結果として、令和６年６月 24 日（月）までに委託候補事業者の順位及び総得点数

をお知らせする予定です。 

企画競争による評価の結果、いずれの事業者も一定の点数を満たさない場合は、再度企

画競争を実施します。 

 

９ 説明書等の交付 

企画競争に関する一連の書類については、インターネットからファイルをダウンロード

できるように税務課の Webサイトに掲載します。 

※ファイルを掲載する Webサイトの URL 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/kensyuzeimu2024.html 

インターネット経由で説明書を入手し難い場合には、10（２）の住所で紙又はＣＤ－Ｒ

により、上記の期間において希望者に配付します。 

 

10 手続きに係る問い合わせ先 

（１）担当所属、担当者 

愛知県総務局財務部税務課 管理・広報・監査グループ（担当：木戸） 

（２）住所、電話番号、電子メールアドレス等 

   郵便番号：４６０-８５０１ 

住  所：名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（本庁舎３階税務課） 

電話番号：052-954-6047 

ＦＡＸ ：052-954-6904 

電子メール：zeimu@pref.aichi.lg.jp 

 



11 契約締結にあたっての注意事項 

（１）１に記載のとおり、企画競争の評価結果により委託事業者が確定するものではありま

せん。また、これに伴い参加事業者に損害が生じた場合にあっても、本県はその責任を

負いません。 

（２）契約上限額は 957,000円（消費税及び地方消費税込み）とします。 

（３）契約締結にあたっては、愛知県財務規則第 129条の３第６号の規定により契約保証金

を免除します。 

（４）契約書の作成は、電子契約サービスを使用して契約内容を記録した電磁的記録（電子

契約書）を作成する方法によることができます。 

 

12 その他注意事項等 

（１）企画提案に要する一切の費用は参加事業者の負担となります。また、提出された書類

は、今回の審査にのみ使用し、提出後は返却できませんので御了承ください。 

（２）各種書類の提出後に、その内容について確認させていただく場合があります。 

（３）郵送又は信書便での送付により提出することとしている書類について、提出期限が迫

っている等のやむを得ない事情によっては、10（２）の場所に持参することも可としま

すが、事前に電話等での連絡の上、持参してください。 

 


